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令和元年関川村議会６月（第４回）定例会議会議録（第２号） 

 

〇議事日程 

令和元年６月１３日（木曜日） 午後３時３０分 開会 

第 １  委員長報告 

第 ２  発委案第５号 新たな過疎対策法の制定に関する意見書の提出について 

第 ３  陳情第 ５号 30人以下学級実現、義務教育費国庫負担制度２分の１復元に係る意見書の

採択を求める陳情 

 

○本日の会議に付した事件 

第 １  委員長報告 

第 ２  発委案第５号 新たな過疎対策法の制定に関する意見書の提出について 

第 ３  陳情第 ５号 30人以下学級実現、義務教育費国庫負担制度２分の１復元に係る意見書の

採択を求める陳情 

 

○出席議員（９名） 

１番 近     良  平  君 ３番 小  澤     仁  君 

４番 加  藤  和  泰  君 ５番 鈴  木  万 寿 夫  君 

６番 髙  橋  忠  夫  君 ７番 髙  橋  正  之  君 

８番 菅  原     修  君 ９番 伝     信  男  君 

１０番 平  田     広  君   

 

○欠席議員（なし） 

 ２番     伊  藤  敏  哉  君 

 

○地方自治法第１２１条の規定により出席した者 

なし 

 

○事務局職員出席者 

事 務 局 長 河   内   信   幸 

主     任 石   山   洋   介 
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          午後３時３０分  開 会 

○議長（近 良平君） ただいまの出席議員は９名です。２番、伊藤敏哉さんから欠席の届出があり

ました。定足数に達していますので、これより本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。  

議事進行によろしくご協力をお願いします。 

 

日程第１、委員長報告 

○議長（近 良平君） 日程第１、委員長報告を行います。 

議会広報常任委員長から報告を求めます。委員長 鈴木万寿夫さん。 

○議会広報常任委員長（鈴木 万寿夫君）議会広報常任委員長から報告があった。 

○議長（近 良平君） 委員長報告に対する質疑を許します。質疑はありませんか。  

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（近 良平君） 質疑なしと認めます。委員長、ご苦労様でした。 

以上で、委員長報告を終わります。 

 

日程第２、発委案第５号 新たな過疎対策法の制定に関する意見書の提出について 

○議長（近 良平君） 日程第２、発委案第５号、新たな過疎対策法の制定に関する意見書の提出に

ついてを議題とします。提出者の趣旨説明を求めます。 

総務厚生常任委員長職務代理、副委員長 髙橋正之さん。 

○総務厚生常任委員長職務代理 副委員長 (髙橋 正之君） 新たな過疎対策法の制定に関する意

見書の提出について。内容については割愛いたします。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 令和元年 ６月１３日 

新潟県岩船郡関川村議会議長 近 良平 

≪意見書の提出先≫ 

 内閣総理大臣 安倍晋三 様 

 総 務 大 臣 石田真敏 様 

 財 務 大 臣 麻生太郎 様 

 農林水産大臣 𠮷川貴盛 様 

 国土交通大臣 石井啓一 様 
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○議長（近 良平君） これで趣旨説明を終わります。 

これより、質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（近 良平君） 質疑なしと認めます。提出者ご苦労様でした。 

○議長（近 良平君） これより、討論・採決に入ります。 

発委案第５号について討論を許します。討論はありませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（近 良平君） 討論なしと認めます。 

これより、発委案第５号を採決いたします。 

この採決は起立によって行います。 

本案を原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者多数） 

○議長（近 良平君） 起立多数です。 

したがって、発委案第５号は、原案のとおり可決されましたので、関係機関に送付することにし

ます。  

 

日程第３、陳情第 ５号 30人以下学級実現、義務教育費国庫負担制度２分の１復元に係る意見書

の採択を求める陳情 

○議長（近 良平君） 日程第３、陳情第５号、30人以下学級実現、義務教育費国庫負担制度２分

の１復元に係る意見書の採択を求める陳情についてを議題とします。 

本件について、委員長の報告を求めます。 

総務厚生常任委員長職務代理 副委員長 髙橋正之さん。 

○総務厚生常任委員長職務代理 副委員長（髙橋 正之君） 総務厚生常任委員長職務代理 副委員

長から報告があった。 

○議長（近 良平君） 委員長報告に対する質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（近 良平君） 質疑なしと認めます。委員長ご苦労様でした。 

○議長（近 良平君） これより、討論・採決に入ります。 

陳情第５号について討論を許します。討論はありませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（近 良平君） 討論なしと認めます。 

これより陳情第５号を採決いたします。 

この採決は起立によって行います。 
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本案に対する委員長の報告は可決です。 

この陳情について委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

          （賛成者起立） 

○議長（近 良平君） 起立多数です。 

したがって、陳情第５号は委員長報告のとおり採択することに決定しました。 

 しばらく休憩します。 

          午後 ３時３８分  休 憩 

 

          午後 ３時３９分  再 開 

○議長（近 良平君） 休憩前に引き続き会議を再開します。 

 

追加日程第１ 発委案第６号 30人以下学級実現、義務教育費国庫負担制度２分の１復元に係る意

見書 

○議長（近 良平君）発委案第６号 30人以下学級実現、義務教育費国庫負担制度２分の１復元に係

る意見書を議題とします。 

提案者の趣旨説明を求めます。 

総務厚生常任委員長職務代理 副委員長 髙橋正之さん。 

○総務厚生常任委員長職務代理 副委員長（髙橋 正之君） 

発委案第６号 

30人以下学級実現、義務教育費国庫負担制度２分の１復元に係る意見書 

  本日、臨地方自治法第１０９条及び関川村議会会議規則第１４条第２項の規定により、上記議案

を提出する。 

令和元年６月13日 

   提出者 関川村議会総務厚生常任委員会 

           委員長職務代理(副委員長) 髙橋 正之 

 

関川村議会議長  近  良 平  様 

３０人以下学級実現、義務教育費国庫負担制度２分の１復元に係る意見書 

内容については割愛します。 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 

 

令和元年 ６月13日 
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                                                  新潟県岩船郡関川村議会 議長 近良平                               

《意見文提出先》 

内閣総理大臣 安倍 晋三 様 

 内閣官房長官 菅  義偉 様 

 財 務 大 臣 麻生 太郎 様 

 文部科学大臣 柴山 昌彦 様 

 総 務 大 臣 石田 真敏 様 

 

○議長（近 良平君） これより、討論・採決に入ります。 

  発委案第６号について討論を許します。討論はありませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（近 良平君） 討論なしと認めます。 

これより、発委案第６号を採決いたします。 

この採決は起立によって行います。 

本案を原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者多数） 

○議長（近 良平君） 起立多数です。 

したがって、陳発委案第６号は、原案のとおり可決されましたので、関係機関に送付することにし

ます。  

 

○議長（近 良平君） 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

本日はこれで散会します。 

大変ご苦労さまでした。 

          午後３時43分  散  会 



- 6 - 

  地方自治法第１２３号第２項の規定によりここに署名する。 

 

    

       関川村議会議長 

 

          議  員 

 

          議  員 

 


